
　

特
別
会
計
は
、
特
定
の
歳
入
歳
出

を
、
一
般
の
歳
入
歳
出
と
区
別
し
て

経
理
す
る
た
め
の
会
計
で
す
。

　

９
つ
の
特
別
会
計
の
総
額
は
、
７

１
１
億
６
３
０
０
万
円
で
、
前
年
度

比
１１
・
９
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
は
、
医

療
給
付
費
の
伸
び
な
ど
に
よ
り
、
前

年
度
比
１４
・
５
％
増
の
３
９
８
億
１

０
０
０
万
円
、
後
期
高
齢
者
医
療
特

別
会
計
は
、
保
険
給
付
を
行
う
埼
玉

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
へ
の

納
付
金
の
増
加
な
ど
で
４
・
８
％
増

の
３０
億
４
０
０
０
万
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

介
護
保
険
特
別
会
計
は
、
要
介
護

者
の
増
加
に
よ
る
給
付
費
の
伸
び
な

ど
に
よ
り
、
前
年
度
比
４
・
９
％
増

の
１
５
０
億
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

特
別
会
計
は
、
６
４
０
０
万
円
で
、

平
成
２７
年
度
の
中
核
市
移
行
に
伴
い

加
わ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
快
適
で
安
全
な
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
の
土
地
区
画
整
理

特
別
会
計
は
東
越
谷
、
七
左
第
一
、

西
大
袋
の
３
会
計
が
あ
り
、
合
計
で

３６
億
１
０
０
０
万
円
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
公
共
下
水
道
特
別
会

計
は
、
前
年
度
比
８
・
７
％
増
の
８４

億
９
０
０
０
万
円
、
公
共
用
地
先
行

取
得
特
別
会
計
は
、
谷
中
分
署
用
地

の
一
般
会
計
へ
の
処
分
お
よ
び
平
方

公
園
整
備
に
係
る
用
地
取
得
な
ど
に

よ
り
、
前
年
度
比
１
０
６
・
３
％
増

の
１１
億
４
９
０
０
万
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。

広報こしがやお知らせ版　平成27年（2015年）4月号 ４

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ 掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です

　

３
月
定
例
会
が
２
月
２３
日
〜
３
月

１７
日
に
市
役
所
議
場
で
開
か
れ
、
市

長
提
出
の
５０
議
案
が
原
案
通
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　

越
谷
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
横
山
文
夫
氏
の
任
期
満
了

に
伴
う
後
任
委
員
に
、
中
村
恭
之
氏

を
選
任
す
る
こ
と
が
同
意
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
大
沢
昌
太
郎
氏
の
任
期

満
了
に
伴
う
後
任
委
員
に
、
再
び
大

沢
氏
を
選
任
す
る
こ
と
が
同
意
さ
れ

ま
し
た
。

　　

越
谷
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
が
３
月
定
例
会
に
お

い
て
可
決
成
立
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
行
政
手
続
法
の
一
部
改

正
に
伴
う
も
の
で
、
行
政
運
営
に
お

け
る
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上

を
図
る
と
と
も
に
、
行
政
指
導
の
相

手
方
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

　

内
容
は
次
の
と
お
り
で
、
平
成
２７

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

①
許
認
可
等
の
権
限
に
関
わ
る

　
行
政
指
導
の
方
式

　

行
政
指
導
を
す
る
場
合
に
、
違
反

是
正
の
命
令
、
許
可
取
消
処
分
な
ど

許
認
可
の
権
限
に
基
づ
い
て
権
限
を

行
使
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、

市
は
、
こ
れ
ら
の
権
限
の
根
拠
等
必

要
な
事
項
を
相
手
方
に
示
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

②
行
政
指
導
の
中
止
等
の
求
め

　

違
反
是
正
の
指
導
を
受
け
て
い
る

場
合
に
、
そ
の
行
政
指
導
が
法
律
や

条
例
に
違
反
し
て
い
る
と
考
え
る
と

き
は
、
行
政
指
導
の
中
止
等
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

　

求
め
を
受
け
た
市
は
必
要
な
調
査

を
行
い
、
そ
の
結
果
、
当
該
行
政
指

導
が
法
律
や
条
例
に
違
反
し
て
い
る

場
合
に
は
、
行
政
指
導
の
中
止
な
ど

の
措
置
を
講
じ
ま
す
。

③
処
分
等
の
求
め

　

法
令
違
反
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
市
が
必
要
な
処
分
や
行
政
指
導
を

行
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
と
き
は
、

だ
れ
で
も
違
反
是
正
の
た
め
に
必
要

な
処
分
や
行
政
指
導
を
す
る
よ
う
市

に
対
し
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

求
め
を
受
け
た
市
は
必
要
な
調
査

を
行
い
、
そ
の
結
果
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
や
行

政
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
違
反
を
発
見
し
た
場
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
を
所
管
す
る
課
に

直
接
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

＊
そ
の
他
可
決
さ
れ
た
議
案
な
ど
、

詳
し
く
は
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ま
た
は
５
月
発
行
の
議
会
だ
よ
り

を
ご
覧
く
だ
さ
い

b
文
書
法
規
課
☎
９
６
３
＝
９
１
３

０

３
月
議
会
か
ら

３
月
議
会
か
ら

越
谷
市
行
政
手
続
条
例
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
に

　
中
　
村
　
恭
　
之
氏

　
大
　
沢
　
昌
太
郎
氏

中村恭之氏

９
つ
の
特
別
会
計

総
額
７
１
１
億
６
３
０
０
万
円

特
別
会
計
予
算

398億1000万円

30億4000万円

150億円

6400万円

4億円

3億1000万円

29億円

84億9000万円

11億4900万円

711億6300万円

14.5

4.8

4.9

皆増

0.0

10.7

12.0

8.7

106.3

11.9

国 民 健 康
保 険 会 計
後 期 高 齢 者
医 療 会 計
介 護 保 険
会 計
母子父子寡婦福祉資
金貸付金特別会計
東越谷土地区画
整理事業費会計
七 左 第 一 土 地
区画整理事業費会計
西 大 袋 土 地
区画整理事業費会計
公 共 下 水 道
事 業 費 会 計
公 共 用 地 先 行
取得事業費会計

計

特　別　会　計 対前年度
増減率（%）

特別会計内訳

病
院
事
業
会
計
予
算

病　　院
事業収益

病　　院
事業費用

資 本 的
収　　入

資 本 的
支　　出

資本的収入および支出

100億9600万円
5億7390万円

10万円
106億7000万円

104億9100万円
1億5900万円
1000万円
1000万円

106億7000万円

1130万円
10万円

1140万円

8億1300万円
2億7000万円
10億8300万円

収益的収入および支出

＊病院事業会計は支出総額117億5300万円になります
＊資本的収支の不足額10億7160万円は補てん財源か
　ら補てんします

医 業 収 益
医業外収益
特 別 利 益
合　　　　計

医 業 費 用
医業外費用
特 別 損 失
予 備 費
合　　　　計

補 助 金
固定資産売却代金
合　　　　計

建設改良費
企業債償還金
合　　　　計

市立病院事業会計

越
谷
市
空
き
家
等
の
適
正
管
理
に

関
す
る
条
例
が
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す

➡ ➡ ➡
相
談
・

情
報
提
供

実
態
調
査

助
　
言
・

指
　
導

応急措置
※危険な状態が切迫し、所有者が不明な場合

市の対応の流れ     

⬅ ⬅
行
政

代
執
行

氏
名
等
の

公
表

△

勧
　
　
告

命
　
　
令

　

市
立
病
院
は
、
昭
和
５１
年
に
開
院

し
、
地
域
の
基
幹
病
院
と
し
て
、
救

急
医
療
や
高
度
な
医
療
を
は
じ
め
、

医
療
相
談
な
ど
の
保
健
衛
生
行
政
事

務
の
医
療
の
提
供
に
努
め
て
い
ま
す
。

平
成
２７
年
度
の
病
院
事
業
会
計
の
予

算
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

収
益
的
収
入
お
よ
び
支
出

　

収
入
で
は
、
医
業
収
益
（
入
院
・

外
来
患
者
収
益
な
ど
）
が
１
０
０
億

９
６
０
０
万
円
で
、
予
算
の
９４
･
６

％
を
占
め
ま
す
。 

医
業
外
収
益
（
受

取
利
息
配
当
金
・
他
会
計
負
担
金
な

ど
）
が
５
億
７
３
９
０
万
円
で
５
・

４
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

支
出
で
は
、
医
業
費
用
（
職
員
給

与
・
医
療
材
料
費
・
経
費
な
ど
）
が

１
０
４
億
９
１
０
０
万
円
で
、
予
算

の
９８
･
３
％
、
支
払
利
息
等
の
医
業

外
費
用
が
１
億
５
９
０
０
万
円
で

１
・
５
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

資
本
的
収
入
お
よ
び
支
出

　

収
入
で
は
、
補
助
金
で
１
１
３
０

万
円
で
す
。

　

支
出
で
は
、
建
設
改
良
費
（
エ
ネ

ル
ギ
ー
セ
ン
タ
ー
改
修
工
事
な
ど
や

医
療
器
械
の
購
入
・
リ
ー
ス
資
産
の

購
入
）
が
８
億
１
３
０
０
万
円
で
７５

･
１
％
を
占
め
ま
す
。
ま
た
、
病
院

事
業
債
の
企
業
債
償
還
元
金
が
２
億

７
０
０
０
万
円
で
２４
･
９
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。

b
市
立
病
院
庶
務
課
☎
９
６
５
＝
２

２
２
１

条
例
制
定
の
背
景
と
目
的

　

近
年
、
急
速
に
進
む
少
子
高
齢
化

の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
市
内
で
も
空

き
家
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
空

き
家
が
あ
る
だ
け
で
問
題
に
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
所
有
者
が
適

正
な
管
理
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
、

老
朽
化
に
よ
る
倒
壊
や
建
築
材
の
飛

散
、
火
災
・
犯
罪
の
誘
発
な
ど
近
隣

住
民
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
昨
年
の
１２
月
議
会

で
議
会
か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
で

す
。
空
き
家
等
の
所
有
者
等
（
所
有

者
、
管
理
者
、
相
続
人
等
）
に
対

し
、
自
ら
の
責
任
で
適
正
な
管
理
を

行
う
よ
う
、
そ
の
責
務
を
定
め
る
と

と
も
に
、
管
理
不
全
な
状
態
に
あ
る

空
き
家
等
の
所
有
者
等
に
対
し
市
が

行
う
行
政
指
導
等
の
手
続
き
を
定
め

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
市
民
の
生
活
環
境

の
保
全
お
よ
び
安
全
で
安
心
な
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
空
き
家
等
と
は

　

市
内
に
所
在
す
る
建
築
物
お
よ
び

工
作
物
（
立
木
を
含
む
）
で
、
常
時

無
人
の
状
態
に
あ
る
も
の
、
な
ら
び

に
そ
の
敷
地
を
い
い
ま
す
。

管
理
不
全
な
状
態
と
は　

　

空
き
家
等
が
次
の
い
ず
れ
か
の
状

態
に
あ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

•
老
朽
化
ま
た
は
台
風
等
の
自
然
災

害
に
よ
り
倒
壊
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
こ
と

•
建
築
材
等
を
飛
散
さ
せ
当
該
敷
地

外
に
あ
る
者
の
生
命
、
身
体
ま
た

は
財
産
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
こ
と

•
不
特
定
者
の
侵
入
等
に
よ
る
火
災

ま
た
は
犯
罪
が
誘
発
さ
れ
る
お
そ

れ
の
あ
る
こ
と

•
敷
地
内
の
草
木
が
著
し
く
繁
茂

し
、
除
枝
ま
た
は
除
草
が
必
要
な

状
態
で
あ
り
、
周
囲
へ
の
生
活
環

境
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と

市
の
対
応
の
流
れ

　

市
は
空
き
家
等
が
管
理
不
全
な
状

態
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
、
所
有
者

等
に
対
し
て
助
言
や
指
導
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
改
善
が
認
め
ら
れ
な
い

場
合
に
は
勧
告
、
命
令
、
氏
名
等
の

公
表
、
行
政
代
執
行
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
行
政
代
執
行
に
よ
り
発
生

し
た
費
用
は
所
有
者
等
に
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

空
き
家
等
の
所
有
者
の
方
へ

　

建
物
等
の
財
産
を
所
有
す
る
権
利

（
相
続
も
含
む
）
を
有
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
を
管
理
す
る
義
務
も

有
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

b
く
ら
し
安
心
課
☎
９
６
３
＝
９
１

８
５


